
新旧対照表

現 行

（青少年のインターネット利用について事業者が講ずべき措置等）

第24条の３ （略）

２・３ （略）

４ 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者（特定電気通信役務

提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成13年法律第137号）第

２条第３号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。）は、端末設備の販売若しくは貸付け

又は役務の提供に当たっては、その販売若しくは貸付け又は役務の提供を受ける者に対し、

フィルタリング・ソフト又はフィルタリング・サービスに関する情報を提供するよう努めな

ければならない。

改 正

（青少年のインターネット利用について事業者が講ずべき措置等）

第24条の３ （略）

２・３ （略）

４ 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者（特定電気通信によ

る情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137号）第

２条第４号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。）は、端末設備の販売若しくは貸付け

又は役務の提供に当たっては、その販売若しくは貸付け又は役務の提供を受ける者に対し、

フィルタリング・ソフト又はフィルタリング・サービスに関する情報を提供するよう努めな

ければならない。



新旧対照表

現 行

（罰則）

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す

る。

(1)・(2) （略）

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1)・(2) （略）

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1)・(2) （略）

４～９ （略）

改 正

（罰則）

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処す

る。

(1)・(2) （略）

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1)・(2) （略）

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1)・(2) （略）

４～９ （略）


